
 

 

７月１４日区長会議資料 

 

   ＜特別区制度の検討の進め方について＞ 

・特別区制度の検討の進め方について 

 

   ＜本体資料＞ 

・区割り案作成にあたって 

      ・区割り案 

      ・区割り案について 

      ・区割り案に関する基礎データ 

 

 

   （参考資料） 

資料①   各区の人口・世帯数・面積 

資料②－１ 行政区の変遷 

②－２ 行政区の概要 

資料③－１ 鉄道網 

③－２ 鉄道駅 

③－３ 乗降人員数 

      資料④   災害関係資料 

      資料⑤－１ 面積・人口・市民利用施設・行政機関・小中学校の状況 

        ⑤－２ 市民利用施設 

        ⑤－３ 市の行政機関、府の行政機関、国の機関 

        ⑤－４ 学校数、児童・生徒数 

資料⑥   パーソントリップ交通量集計 

資料⑦   大阪市における商業の区別概況 

資料１ 



 

 

特別区制度の検討の進め方について 

副首都推進局 

 

検討の枠組み 

・副首都推進局が作成した区割り案に対して、区長会議総体としての見解をいただき

たい。 
 区長会議の見解を参考にしつつ、大都市制度（特別区設置）協議会において協議

される特別区素案の作成ベースとなる区割りの市長案として決定 
 

日程（想定） 

日  程 内     容 

７月１４日（金） 副首都推進局から、作成にあたっての考え方、区割り、関連資料を説明   

↓      ↓ 

７月中 区長会議としての見解のとりまとめ 

以降 市長案として決定 

                      ⇓ 

           特別区素案（事務分担、組織体制等）の検討・作成 

                      ⇓ 

               協議会において素案全体を協議 



 

 

 

 

 

   ○ 特別区は、中核市並みの権限をもつ住民に身近な基礎自治体として設置し、公選の区長と区議会のもと、地域の実情や住民ニ

ーズに応じたサービスを提供することをめざす。 

特別区の区割り案作成にあたっては、 

     ・特別区が基礎自治体としての能力を発揮できるよう、財政基盤の安定と均衡をめざす 

     ・地域のつながり、地域コミュニティの維持・発展をめざす 

以上を基本的な考え方とする。 

   

【具体的な考え方（視点）】 

１ 各特別区における財政状況の均衡化が図れるよう最大限考慮する。 

２ 各特別区間における将来（H47を想定）の人口格差を概ね２倍以内とする。  

３ これまで地域において築きあげてきたコミュニティを考慮し、過去の合区・分区の歴史的な経緯を踏まえる。  

４ 特別区内における住民の円滑な移動や住民間の交流を確保できるよう、鉄道網の接続や商業集積を考慮する。 

５ 災害対策について、防災上の視点について出来る限り考慮する。  

 

 

 

 

 

特別区の区割り案作成にあたって 


















